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第３次深谷市総合計画策定支援業務委託仕様書 
 
１  業務名 

第３次深谷市総合計画策定支援業務委託 
 
２  契約期間 

  契約締結の日から令和１０年３月３１日までとする。 

  第１期（令和８年度）：契約締結日～令和９年３月３１日 
第２期（令和９年度）：令和９年４月１日～令和１０年３月３１日 

 
３  策定期間 

  令和８年度から令和９年度までの２年間で、令和９年１２月の市議会定例会への議案提

出を目指したスケジュールにより策定し、令和１０年度から次期計画に基づいた事業実施

を図る。 

 
４  計画の構成及び期間 

計画の構成と期間については以下を基本とする。但し、事業者の提案内容や策定過程の

中で発注者が変更を認めた場合はこの限りではない。 

①序論 

②基本構想１０年 
③基本計画５年（前期・後期 ※後期は本業務委託に含まない） 

 

５ 業務内容 

次期計画の策定作業を効率的に進めるため、概ね次の業務を行うものとする。 

なお、業務内容は、次期計画の策定に必要と思われる事項を示したものであり、プロポ

ーザルの実施において決定した受託者の企画提案又は深谷市総合計画策定審議会（以下「審

議会」という。）若しくは深谷市総合計画策定本部（以下「策定本部」という。）等の結果

により、内容の変更又は追加を求める場合がある。 

 
（１） 計画準備 

本業務の目的を十分に把握し、合理的かつ能率的な工程別の作業実施計画を立案す

るものとする。また、本業務の遂行に必要となる事項について発注者と調整を図り、適

切な作業実施計画を作成する。 

 
（２） 各種基礎調査の実施及び分析 

    地域経済分析システムＲＥＳＡＳ等を活用しながら、本市の人口動態、産業構造、

財政状況等の各種統計データ等の収集・整理を行う。また、類似・近隣自治体との比

較など客観的な分析と課題の抽出・整理を行い、本市の強み・弱みを整理し、本市施

策の方向性を検討するための報告書を作成する。 
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（３） 市民意識調査の実施及び分析 
市民意識調査の企画、手法の提案、実施、集計、分析を行い、報告書を作成する。

なお、調査対象者は、統計上の信頼性が担保できる結果となる人数を無作為で抽出す

る。また、それ以外に、市民意見を幅広く取り入れるため、策定過程における市民参

加に係る手法（ワークショップなど）の提案及び実施並びにそれに関わる資料作成等

の運営支援を行う。また、市民意見の整理を行う。 

・ アンケート調査の設問設定 

・ アンケートの実施及び回収 
・ 調査結果等の集計及び分析、報告書案の作成 

・ 調査結果及び市民意見の次期計画への反映 
 

（４） 現行計画の検証・分析 
現行計画の達成状況等の検証・分析及び課題の整理を行う。また、検証結果報告書を

作成する。 

・ 評価・検証のための手法（判断基準など）及び調書（評価様式）の提案 
・ 評価・検証のためのヒアリングの実施 

・ 評価・検証結果の集計及び分析、報告書の案作成 
 
（５） 市長インタビューの実施 

次期計画の策定にあたり、市長の思いや考え方、将来的なビジョン、まちづくりの

方向性、重点事業等を計画に反映させるため、ヒアリング形式による市長へのインタ

ビューを行い、報告書を作成する。 
 

（６） 人口推計の作成 
最新の人口データに基づき、次期基本構想期間中の人口推計の作成を行い、次期計

画への反映手法を提案する。 

 
（７） 主要プロジェクトの提案・作成 

各種調査分析結果や各担当部局への聞き取り、意見交換等を踏まえ、深谷市の特色

を活かしたまちづくりを進めるための主要プロジェクト（主要施策）及び指標につい

て提案を行い、素案を作成する。なお、ロジックモデルを活用するなどＥＢＰＭの考

え方を導入することを前提とする。 
   ・主要プロジェクト検討のための関連部署ヒアリング 

・主要プロジェクト及び指標の提案、素案作成 
   ・取組の実効性を高めるため、施策の成果を客観的に評価し、取組や手法を改善して

いくための評価方法の提案。 

   
（８） 施策の提案・作成 

各種調査分析結果を踏まえ、次期計画に記載される内容（施策体系及び骨子、施策

等）について提案を行い、素案を作成する。なお、ロジックモデルを活用するなどＥ
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ＢＰＭの考え方を導入することを前提とする。 
・ 国・県等上位計画の動向及び関連計画との整合性の確認 

・ 施策体系及び骨子の提案・作成 
・ 施策内容検討のための調書の提案・作成 

・ 施策内容検討のための関連部署ヒアリングの実施 
・ 施策及び指標の提案・作成 

・ 施策の実効性を高めるため、施策の成果を客観的に評価し、取組や手法を改善 

していくための評価方法の提案。 
 

（９） 基本構想及び基本計画の策定支援 
各種調査分析結果を踏まえ、基本構想及び基本計画の提案を行い、素案を作成する。 

また、次期計画に記載される内容（土地利用構想、各施策の構成や骨子案、記載内容

の方向性等）についても提案を行い、素案等を作成する。なお、現行計画と同様、深

谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略として読み替えることを踏まえた計画とする。 

・ 次期計画の構成及び期間の提案 
・ 次期計画の土地利用構想（都市構造図デザインの作成を含む）の提案・作成 

・ 次期計画の素案の作成 
・ 次期計画の進行管理に関する提案 

・ 成果品（計画書及び概要版）の編集作成 

 
（10） 社会情勢を踏まえた考え方の反映 

・「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」を踏まえ、市内小・中学生

の意見を収集し、反映する。 

・本市はＳＤＧｓ未来都市の認定を受けていることから、サスティナブル（ＳＤＧｓ）

の考え方を盛り込んだ構成とする。 
 

（11） 次期計画策定にかかる各種会議等の運営支援 
① 策定本部の運営支援 

策定本部の会議運営の支援を行う。 
・会議運営に係る提案 

・会議資料の作成、会議への出席・説明等、会議録の作成 

※策定本部の構成は副市長、教育長、部長級職員とし、主に審議会における審議事

項や市議会提案事項等の審議を、契約期間を通じて計１０回程度開催することを想

定している。会議への出席・説明等については、特に必要となる場合に限ることと

し、別途協議により定めることとする。 

② 幹事会の運営支援 

幹事会の会議運営の支援を行う。 
・会議運営に係る提案 

・会議資料の作成、会議への出席・説明等、会議録の作成 
※幹事会の構成は課長級職員とし、主に次期計画策定に向けた庁内調整などのワー
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キングを、契約期間を通じて計６回程度開催することを想定している。会議への出

席・説明等については、特に必要となる場合に限ることとし、別途協議により定め

ることとする。 
③ 審議会の運営支援 

審議会の運営の支援を行う。なお、審議会は令和９年度に設置を予定している。 
・会議運営に係る提案 

・会議資料の作成、会議への出席・説明等、会議録の作成 

※審議会の構成は外部有識者とし、主に次期計画の諮問答申に係る審議を契約期間 
を通じて計９回程度開催することを想定している。会議への出席・説明等について

は、特に必要となる場合に限ることとし、別途協議により定めることとする。 
 

（12） デザイン・レイアウトを含めた計画案の作成支援 
次期計画本編及びその概要版について、文章等の校正を支援するとともに、読み手の

読み易さや見易さに十分留意し、適宜図表やイラスト、写真等を用いたデザイン及びレ

イアウトを提案・作成する。 
 

（13） その他（独自提案） 
その他、次期計画の策定を円滑かつ効率的に進めるために必要な業務等について、

受託者からの提案等を参考に積極的に取り入れることとする。 

 
６  深谷市が提供する資料 

次のものを資料として提供する。（全て市ホームページにて提供） 
（１）第２次深谷市総合計画基本構想（2018～2027）・前期基本計画（2018～2022） 
   ※土地利用構想含む 
（２）第２次深谷市総合計画後期基本計画（2023～2027） 
   ※深谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略統合 
（３）深谷市公共施設等総合管理計画 
（４）深谷市公共施設適正配置計画 
（５）深谷市都市計画マスタープラン 
（６）深谷市立地適正化計画 
（７）深谷市ＳＤＧｓ未来都市計画 
（８）新市建設計画 
（９）深谷市統計データ 

 

７ 成果品の提出 

（１）成果品 
・第３次深谷市総合計画本編及び第３次深谷市総合計画概要版の各原稿データ一式（修

正可能な電子データ及びＰＤＦデータ、電子記録媒体に保存） 
※なお、電子データは印刷業者にそのまま渡すことのできるデータとする。 
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・市民意識調査報告書 
各原稿データ一式（修正可能な電子データ及びＰＤＦデータ、電子記録媒体に保存） 

・その他各種調査、集計、分析結果の原稿及びその他関連資料一式 
 

８ 契約に係る要件 

（１）本仕様に示す各会議回数等については現時点での予定であるため、実際とは異なる

場合がある。また、本仕様に記載されていない事項であっても、業務上必要と認め

られる場合はその都度協議し実施していくこととする。 
（２）本業務にあたっては、十分な知識を有する者を配置すること。 
 

９ その他事項 

本仕様に定めのない事項や疑義が発生した場合は、別途協議するものとする。 


